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3.2.2 下田市内の道路施設の概況 

(1) 道路施設の構成 

下田市及び静岡県が管理する下田市内の道路施設について、道路延長は計約 284km であり、

橋りょうは計 254 橋、トンネルは計 20 箇所である。 

 

 

図 3-16．道路施設位置図 

【出典】 

・各地域境界データ：「政府統計の総合窓口（ｅ－Ｓｔａｔ）」『境界データ（2015 年国勢調査 下田市）』 

・県管理道路：『地理院地図 Vector（仮称）提供実験」（国土地理院）(https://github.com/gsi-

cyberjapan/gsimaps-vector-experiment）をもとに「コンサベーション GIS コンソーシアムジャパン」

（http://cgisj.jp）が作成したデータ 道路中心線 2020 静岡県』より下田市内の県管理道路を抽出 
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1) 下田市 

下田市が管理する道路延長は約 236.2km であり、橋りょうは 203 橋、トンネルは 11 箇所であ

る。 

表 3-12．管理道路施設（下田市） 

分類 種別 施設数等 

道路 一級市道 40.1 km 

二級市道 32.4 km 

その他の市道 163.7 km 

計 236.2 km 

橋りょう 203 橋 

1.8 km 

トンネル 11 箇所 

（出典：【道路】下田市公共施設等総合管理計画 平成 29 年 3 月 下田市、 

【橋りょう、トンネル】「下田市個別施設計画（平成 30 年度～平成 34 年度）」より集計） 

 

2) 静岡県（下田市内） 

静岡県（下田土木事務所）が管理する下田市内の道路延長は約 47.8km であり、橋りょうは 51

橋、トンネル 9 箇所である。また、その他個別施設計画を策定している施設の管理数量について

以下に示す。 

 

表 3-13．管理道路施設（静岡県（下田市内）） 

分類 種別 施設数等 

道路 一般国道 26.5 km 

主要地方道 8.8 km 

一般県道 12.4 km 

計 47.8 km 

橋りょう 51 橋 

0.8 km 

トンネル 9 箇所 

シェッド・大型カルバート 4 箇所 

横断歩道橋 2 橋 

門型標識等 1 基 

（出典：【道路】「静岡県路線別道路現況調書（市町村内訳） 令和 2 年 4 月 1 日時点」、 

【その他道路施設】「静岡県個別施設計画（令和元年度～令和 5 年度）」より集計） 

【下田土木事務所：静岡県内の下田市を含む 1 市 5 町の 6 市町の道路施設を管理している。】 

 

  



38 

(2) 道路施設の変状 

1) 下田市 

下田市が管理する橋りょう及びトンネルは定期点検により変状を把握しており、その他の道路

施設は、パトロール等の日常管理によって変状を把握している。供用年数の観点から橋りょう、

トンネルともに今後、老朽化する施設の割合は急増していく。また、施設の変状については、橋

りょう、トンネルともに早期に措置が必要とされる施設が見られるが、これらは修繕計画が立案

され、順次補修を実施していくこととされており、概ね計画通り進捗している。 

 

i) 橋りょう 

橋りょうの供用年数別割合は、現在（2021 年）、建設後 50 年以上を経過した橋りょうの割合は

約 30%であるが、20 年後（2041 年）には約 90%となる（建設年度不明橋りょう 116 橋を除く計

87 橋のうち）。健全性区分は、判定区分Ⅱの割合が最も多く、早期の措置が必要とされる健全性

区分Ⅲ判定の施設も見られる（平成 29 年度～令和 2 年度の定期点検結果）。 

 

 
図 3-17．供用 50 年以上の橋りょうの割合推移 

 
図 3-18．橋りょうの健全性区分割合 

（出典：「下田市個別施設計画（橋梁）（平成 30 年度～平成 34 年度）」より算出） 

 

ii) トンネル 

トンネルの供用年数は、下田市が管理するすべてのトンネルが 20 年後に、建設後 50 年以上を

経過する（建設年度不明トンネル 1 施設を除く計 10 施設のうち）。健全性区分は、判定区分Ⅱの

割合が最も多い（平成 28 年度～平成 31 年度の定期点検結果）。 

 

図 3-19．供用 50 年以上のトンネルの割合推移 

 

図 3-20．トンネルの健全性区分割合 

（出典：「下田市個別施設計画（トンネル）（平成 30 年度～平成 34 年度）」より算出） 
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2) 静岡県（下田市内） 

 静岡県が管理する下田市内の舗装は、路面性状調査等により変状を把握しており、その他の

個別施設計画が策定されている道路施設（橋りょう、トンネル、横断歩道橋、シェッド・大型カ

ルバート、門型標識等）は、定期点検によって変状を把握している。各施設の供用年数について、

門型標識等を除く施設は、老朽化する施設の割合が急増する。施設の変状については、早期に措

置が必要とされる施設が見られる施設もあるが、これらは、修繕計画が立案され、順次補修を実

施していくこととされており、概ね計画通り進捗している。 

 

i) 舗装 

 静岡県が管理する下田市内の舗装は、路面性状調査により状態を把握しており、路面性状調査

において、3 項目（ひび割れ率、わだち掘れ、IRI）を測定している。静岡県の「舗装中長期管理

計画（平成 29 年 3 月）」における、舗装の維持管理指標においては、補修の優先度にひび割れ率

を最も考慮するとされており、ひび割れ率は、0~20%の割合が全体の約 80%を占めている。わだ

ち掘れ量は、全体の約 98%の路線が 20mm 以下であり、IRI は、全体の約 80%が 3~8mm/m で

ある。 

 

 
図 3-21．路面性状調査結果【MCI】 

 
図 3-22．路面性状調査結果【ひび割れ率】 

 

  
図 3-23．路面性状調査結果【わだち掘れ量】 

 
図 3-24．路面性状調査結果【IRI】 

（出典：令和元年度（国）１３５号線外路面性状調査業務委託（その１）） 
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ii) 橋りょう 

静岡県が管理する下田市内の橋りょうの供用年数は、20 年後に建設後 50 年が経過する割合が

全体の 80%となる。健全性区分は、健全性Ⅱの割合が最も多く、道路橋の機能に支障が生じてい

ない健全性Ⅰ及び健全性Ⅱの橋りょうの割合が全体の約 90%となっている（平成 28 年度～令和

2 年度の定期点検結果）。 

 

 
図 2-1．供用 50 年以上の橋りょうの割合推移 

 

図 2-3-25．橋りょうの健全性区分割合 

（出典：「静岡県個別施設計画（橋梁）（令和元年度～令和 5 年度）」より集計） 

 

iii) トンネル 

トンネルの供用年数は、20 年後に建設後 50 年が経過する割合が 100%となる。健全性区分は、

判定区分Ⅲの割合が最も多く、早期に措置が必要とされる健全性Ⅲの施設が半数以上となってい

る（平成 27 年度～平成 29 年度の定期点検結果）。 

 

 

図 2-3．供用 50 年以上のトンネルの割合推移 

 

図 2-3-26．トンネルの健全性区分割合 

（出典：「静岡県個別施設計画（トンネル）（令和元年度～令和 5 年度）」より集計） 
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iv) 横断歩道橋 

 横断歩道橋 2 橋の供用年数は、いずれも 10 年後に建設後 50 年が経過する。健全性区分は、早

期に措置を講じる必要がある健全性Ⅲの横断歩道橋が 1 橋である。（平成 27 年度～平成 28 年度

の定期点検結果）。 

 

 
図 2-5．供用 50 年以上の横断歩道橋の割合推移 

 
図 2-6．横断歩道橋の健全性区分割合 

（出典：「静岡県個別施設計画（横断歩道橋）（令和元年度～令和 5 年度）」より集計） 

 

v) シェッド・大型カルバート 

 シェッドの供用年数は、建設年度不明シェッド 3 箇所を除く 1 箇所が、10 年後に建設後 50 年

が経過する。健全性区分は、全施設が早期に措置を講じる必要がある健全性Ⅱである（平成 27 年

度の定期点検結果）。 

 

 

図 2-7．供用 50 年以上のシェッドの割合推移 

 

図 2-8．シェッドの健全性区分割合 

（出典：「静岡県個別施設計画（シェッド・大型カルバート）（令和元年度～令和 5 年度）」より集計） 
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vi) 門型標識等 

 静岡県の管理する下田市内の門型標識等は、道路情報提供装置 1 基のみであり、供用年数は、

28 年である。道路情報提供装置 1 基は、健全性Ⅲである。（平成 27 年度の定期点検結果）。 

 

 

図 2-9．供用 50 年以上の門型標識等の割合推移 

 

図 2-10．門型標識等の健全性区分割合 

（出典：「静岡県個別施設計画（門型標識等）（令和元年度～令和 5 年度）」より集計） 
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3.2.3 下田市内の道路管理の概況 

(1) 道路管理業務項目 

下田市建設課及び静岡県下田土木事務所の道路施設管理に関する業務項目を以下に示す。下田

市建設課及び静岡県下田土木事務所においては、道路施設・業務の特性や、人員・予算制約を踏

まえて、直営または外部委託により、それぞれの管理施設を管理している。各業務項目の概要及

び現状・課題について次頁以降に示す。 

 

表 3-14．道路管理業務項目 

区分 業務項目 下田市 
静岡県 

（下田土木事務所） 

直営 道路パトロール（日常点検） 適宜 ○ 

住民要望対応 ○ ○ 

簡易な維持作業  ○ ○ 

道路除草 ○ ― 

路面清掃 ○ ― 

簡易な補修設計 ○ ○ 

記録 適宜 適宜 

委託 道路パトロール（車両管理） ― ○ 

小規模修繕 ○ ○ 

道路除草 ― ○ 

樹木剪定 △ ○ 

路面清掃（路面土砂等排除） ― ○ 

交通安全施設維持（照明施設） ○ ○ 

道路情報提供装置保守点検 ― ○ 

定期点検 舗装 ― ○ 

橋りょう ○ ○ 

トンネル ○ ○ 

大型構造物 ― ○ 

上記以外の施設 ― ― 

長寿命化修繕

計画の策定 

舗装 ― ○ 

橋りょう ○ ○ 

トンネル ― ○ 

大型構造物 ― ○ 

上記以外の施設 ― ― 

補修設計 ○ ○ 

補修工事 ○ ○ 

【担当職員への聞き取り（対象：下田市建設課、下田土木事務所）及び基礎資料等により整理】 
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1) 道路パトロール 

i) 下田市 

管理道路について、他業務や通報等に対する現地確認にあたっての移動に併せてパトロールを

直営で実施しており、実質的な頻度としては、主要な路線を 2～3 ヶ月で 1 回程度相当である。 

ii) 静岡県（下田土木事務所） 

下田土木事務所管内全域を対象に道路パトロール（車両管理含む。）を外部委託で実施しており、

実施の頻度としては、全路線を 1 回／週巡回している。道路パトロールの体制としては、外部委

託業者 1 名と担当職員 2 名の計 3 名体制で実施している。 

 

表 3-15．道路パトロール業務委託仕様概要（令和 3 年度） 

業務項目（車両 2台） 実施時期 運行距離 

車両の管理 土曜日、日曜日、祝祭日及び県庁閉庁日を除く、各日

8:30～17:15（令和 3年度：242 日） 

－ － 

車両の運行 25,800 km/年 

上記に付属する業務 － － － 

事故の処理に関する業務 － － － 

任意保険に関する業務 － － － 

（出典：令和３年度（国）１３５号ほか道路パトロール推進（車両管理）業務委託（13-01） 

「車両管理業務委託契約書」、「運行計画（案）」） 

 

2) 住民要望対応 

i) 下田市 

道路施設に関する住民要望に基づき、維持業務（小規模修繕）を実施している。各要望につい

ては、施設の損傷程度等により職員で対応方法を検討し、直営または外部委託で対応しているが、

予算制約の観点から年度内で全要望に対する補修工事等の対応の実施が難しく、半数以上が経過

観察や次年度以降の措置となっている現状である。 

住民要望についての情報は、概要についてデータを管理しているが、要望詳細や対応内容につ

いては、基本的に紙ベースで担当職員が各々作成・保持しており、維持対応実施職員間の情報共

有は確実にはできていない現状である。 

ii) 静岡県（下田土木事務所） 

道路施設に関する住民要望については、担当職員が現場確認後、必要に応じて道路維持業務の

単価契約業者に対応を指示しており、契約業者が補修工事等の対応を実施している。各要望につ

いては、予算制約の観点から年度内で全要望に対する補修工事等の対応の実施が難しく、経過観

察や次年度以降の措置となっているものもある。なお、通行支障が発生する等の緊急性が高いと

判断されるもの（落石、倒木、道路陥没等）については、担当職員の現場確認の実施前に、道路維

持業務の単価契約業者に対応を指示し、契約業者が緊急対応等を実施している場合がある。 

住民要望についての情報は、地図情報に案件情報を記録する等の情報管理を適宜実施している

が、十分な整理はできていない。   
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3) 道路維持（小規模修繕等） 

i) 下田市 

住民要望等に基づき外部委託で維持業務（小規模修繕）を実施しており、舗装の穴埋めや側溝

の簡易修繕程度については直営で実施している。 

ii) 静岡県（下田土木事務所） 

道路維持業務として、「舗装補修、小規模修繕、雪氷対策、道路照明施設維持修繕」（以下、「小

規模修繕等業務」という。）については単価契約による外部委託で実施しており、年間計 200 箇所

程度を実施している。 

 

表 3-16．道路維持業務（単価契約）委託仕様概要（令和 3 年度） 

業務委託名 業務名 業務発注対象エリア 

舗装道補修 舗装道のポットホール、亀裂、段差等の補修 下田市・南伊豆町 

小規模施設修繕 排水施設工、安全施設工等の小規模な維持修繕 下田市 

雪氷対策 除雪及び凍結防止剤散布等 下田市 

照明灯施設維持修繕 照明用器材（、道路カメラ）の交換・修繕等 下田市・南伊豆町 

（出典：静岡県道路維持管理単価契約事務処理要領） 

 

4) 道路除草 

i) 下田市 

除草については、直営で重要路線を一路線 1 回／年程度実施している。一方で、担当職員の人

員制約による作業進捗の観点から、一部路線については外部委託により実施する場合もある。 

ii) 静岡県（下田土木事務所） 

 下田市内の主要路線を主体として外部委託で実施しており、実施の頻度としては 1～2 回／年

程度である。予算制約の観点から、必要な除草が十分に実施できていない現状である。 

 

表 3-17．道路除草業務委託仕様概要（令和 3 年度） 

対象 延長(m) 回数 実施時期 作業面積(m2) 

一般国道 26,756.2 1～2 6～7 月、9～11 月 17,584.2 

一般県道 13,723.9 1～2 6～7 月、9～11 月 6,573.4 

主要地方道 6,001.8 1 6～7 月 7,900.7 

計 46,481.9 － － 32,058.3 

（出典：静岡県 道路除草業務委託仕様書、除草委託集計表） 
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5) 樹木剪定 

i) 下田市 

街路樹及び直営で処理できない支障木について、外部委託で実施している。実施の頻度として

は、一路線 1 回／年である。毎年度外部委託する路線は「市道平滑中島線」及び「ペリーロード」

であり、その他路線については毎年度判断することとしている。 

ii) 静岡県（下田土木事務所） 

下田土木事務所管内全域の街路樹剪定や注低木類の刈り込み、植え込み地の除草等を外部委託

で実施している。実施の頻度としては 1～2 回／年程度である。予算制約の観点から、必要な樹木

剪定が十分に実施できていない現状である。 

 

表 3-18．樹木剪定業務委託仕様概要（令和 3 年度） 

業務項目 回数 時期 仕様概要 
数量 

管内総量 下田市 ― 

街路樹 

維持管理 

夏期剪定 2 5～8 月 【ヤナギ】歩道側・車道

側とも路面からの高さ

を 3.5ｍとする。 

741 204 本 

1 6～8 月 【上記以外】路面からの

高さを歩道側 3.0ｍ、車

道側 3.5ｍとする。 

冬期剪定 1 12～2 月 枝抜き剪定を重点に行

い、樹木の生育を図るも

のとする。 

106 52 本 

中低木類 

維持管理 

低木刈り込み 1 ～8 月 樹形と樹勢の均衡を図

る程度の軽剪定とする。 

10,861 3,771 m2 

1 10 月～ 

芝生刈り込み 1 ～8 月 機械で高さ１㎝程度ま

で刈り込むものとする。 

551 － m2 

1 10 月～ 

植え込み地 

維持管理 

除草 A 

（抜取除草） 

1 ～8 月 － 10,159 4,471 m2 

1 10 月～ 

除草 B 

（機械刈取） 

1 ～8 月 － 17,982 3,169 m2 

1 10 月～ 

（出典：静岡県 道路緑花木管理業務委託仕様書、月別数量集計表） 
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6) 路面清掃 

i) 下田市 

路面清掃については、直営で一路線 1 回／年程度実施している。一方で、担当職員の人員制約

による作業進捗の観点から、一部路線については外部委託により実施する場合もある。 

ii) 静岡県（下田土木事務所） 

下田土木事務所管内全域の主要路線を主体として外部委託で実施しており、実施の頻度として

は年 1～2 回である。 

 

表 3-19．路面清掃（路面土砂等排除）業務委託仕様概要（令和 2 年度） 

対象  区間距離(km) 清掃回数 実施時期 施工延長(km) 

一般国道 28.7 2 － 114.8 

82.3 1 － 164.6 

一般県道 17.8 1 － 35.6 

主要地方道 43.4 1 － 86.8 

計 172.2 － － 401.8 

（出典：静岡県 道路維持（路面土砂等排除）工事特記仕様書、数量内訳表） 

 

7) 道路情報提供装置保守点検 

i) 静岡県（下田土木事務所） 

下田土木事務所管内全域の道路情報提供装置の保守点検及び緊急保守（故障時対応等）を外部

委託で実施している。 

 

表 3-20．道路情報提供装置保守点検業務委託仕様概要（令和 3 年度） 

業務項目 業務概要 時期 
数量 

管内総量 下田市 － 

定期保守 道路情報板保守点検 点検、調整、動作

確認、軽微な修

理、清掃掃除 

発注者指示 38 6 基 

情報板主制御機保守点検 1 1 基 

A 型・HL-7 型情報板及び副

制御機保守点検 

7 2 基 

B-6型情報板及び副制御機

保守点検 

30 3 基 

緊急保守 不時の障害の除

去・修理 

－ － － 

（出典：静岡県 道路情報提供装置保守点検業務委託特記仕様書、道路情報板一覧表） 
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8) 定期点検 

i) 下田市 

橋りょう及びトンネルについては、外部委託で定期点検を実施している。実施の頻度としては

各施設 1 回／5 年である。また、その他の道路施設は、パトロール等の日常管理によって変状を

把握している。 

ii) 静岡県（下田土木事務所） 

舗装については、外部委託で路面性状調査等を実施しており、その他の個別施設計画が策定さ

れている橋りょう、トンネル、大型構造物（横断歩道橋、シェッド・大型カルバート、門型標識

等）については、外部委託で定期点検を実施している。実施の頻度としてはの通りであり、橋り

ょう及びトンネルについては、県独自の点検マニュアル等を作成している。 

 

表 3-21．点検実施概要 

施設 実施頻度 概要 

舗装 交通量 N5以上：2回／5年 

交通量 N4以下：1回／5年 

路面性状調査測定項目 

：ひび割れ率、わだち掘れ深さ、IRI 

橋りょう 1 回／5年 「橋梁点検マニュアル（令和２年度版） 令和

2年 4月」に基づき実施 

トンネル 「静岡県道路トンネル点検要領 令和 3年 3月

改訂版」に基づき実施 

大型構造物 対象施設 

：横断歩道橋、シェッド、大型カルバート、門

型標識等 

 

【出典】 

・舗装ガイドライン（改訂版） 平成 29 年 3 月 静岡県交通基盤部 道路局 道路保全課 

・橋梁点検マニュアル（令和２年度版） 令和 2 年 4 月 静岡県交通基盤部 道路局 道路整備課 

・静岡県道路トンネル点検要領 令和 3 年 3 月改訂版 静岡県交通基盤部 道路局 道路保全課 

・大型構造物ガイドライン 平成 31 年 3 月 静岡県交通基盤部 道路局 道路保全課 
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9) 長寿命化修繕計画の策定 

i) 下田市 

15m 以上の橋りょうについて、長寿命化修繕計画を策定しており、橋梁特性に応じて管理方針

等を設定し管理を実施していくこととしている。その他施設については、長寿命化修繕計画は未

策定であり、具体な管理水準は設定しておらず対処療法的な管理となっている。 

 

表 3-22．橋りょうの管理方針（15m 以上） 

橋梁特性 管理方針 対策概要 

緊急輸送路等に存在する橋梁 予防保全型Ⅰ 損傷が軽微なうちに予防的な対策を実施 

落橋時に孤立集落が発生する橋梁 

A・C 以外の橋梁 予防保全型Ⅱ 損傷が進行し顕著化し始める時に、比較的大

規模な対策を実施 

集落が存在しない 維持型 損傷が深刻化した時点で、部材の取替または

大規模な対策を実施 ボックスカルバートの人道橋 

（出典：下田市橋梁長寿命化修繕計画 平成 23 年 3 月 下田市建設課） 

 

ii) 静岡県 

舗装、橋りょう、トンネル及び大型構造物（横断歩道橋、シェッド、大型カルバート、門型標識

等）についてガイドライン（具体的な評価・実施手法を取りまとめたもの）及び中長期管理計画

（点検・修繕・更新の具体的な時期や内容を立案したもの）を策定しており、各施設特性に応じ

て管理方針や優先順位等を設定し管理を実施していくこととしている。 

 

表 3-23．各施設の管理方針 

施設 施設特性 管理方針 対策概要 

橋りょう 全橋梁 予防保全型 健全度Ⅰ（HI1）=60 で、損傷が軽微なうちに損傷の

進行を防止するために，予防的に対策を実施 

トンネル 全トンネル 予防保全管理 

（状態監視型） 

健全度ランクⅢ（目標管理水準）で、対策を実施 

舗装 全延長 交通量（N6以上、N5、N4、N3以下）・地域特性（DID、市街地、平地、山

地）によりグループを区分し、各グループに 3指標（ひび割れ率、わだ

ち掘れ深さ、IRI）に基づく管理水準・工法を設定 

大型構造物 全施設 予防保全管理 健全性Ⅲ（目標管理水準）で補修を実施 

 

【出典】 

・橋梁ガイドライン（改訂版） 平成 28 年 3 月 静岡県交通基盤部道路局道路整備課 

・トンネルガイドライン改訂版 平成 28 年 3 月 静岡県交通基盤部道路局道路保全課 

・舗装ガイドライン（改訂版） 平成 29 年 3 月 静岡県交通基盤部道路局道路保全課 

・大型構造物ガイドライン 平成 31 年 3 月 静岡県交通基盤部道路局道路保全課 
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10) 補修設計 

i) 下田市 

 道路施設の補修・更新等の設計は、基本的には直営で実施しており、一部複雑なもの（橋梁、

法枠等）等については直営で実施している。補修設計にあたっては、設計前の現場確認（目視点

検）のほか、必要に応じて詳細調査等を実施している。 

ii) 静岡県（下田土木事務所） 

道路施設の補修・更新等の設計は、基本的には外部委託で実施しており、一部簡易なもの等に

ついては直営で実施している。補修設計にあたっては、設計前に現場確認（目視点検）や詳細調

査等を実施している。 

 

11) 補修工事 

i) 下田市 

 道路施設の補修・更新等の工事は、外部委託で実施しているが、舗装の穴埋めや側溝の簡易修

繕程度の簡易な補修については直営で実施している。なお、橋りょう以外の長寿命化修繕計画が

未策定である施設については、日常管理や住民要望等を通じた不具合箇所から補修箇所を判断し、

補修を実施する対症療法的な対応となっている。 

ii) 静岡県（下田土木事務所） 

道路施設の補修・更新等の工事は、外部委託で実施している。補修・更新等の工事は、予定価

格により入札・契約方法が区分される。なお、長寿命化修繕計画が未策定である施設については、

日常管理や住民要望等を通じた不具合箇所から補修箇所を判断し、補修を実施する対症療法的な

対応となっている。 

表 3-24．工事の予定価格による入札・契約方法（静岡県） 

予定価格 入札・契約方法 

1,000 万円以上 制限付き一般競争入札 

5,000 万円以上 総合評価落札方式 

（出典：担当職員への聞き取り結果より整理） 

 

12) 記録 

i) 下田市 

道路台帳は外部委託で整備（更新）しており、1 回／3 年の頻度で実施している。住民要望につ

いての情報は、概要についてデータを管理しているが、要望詳細や対応内容については、基本的

に紙ベースで、個人で作成・保持しており、維持対応実施職員間の情報共有は確実にはできてい

ない現状である。 

ii) 静岡県（下田土木事務所） 

施設台帳は一部データ化されているものの、紙媒体と混在しており、人員制約等の観点から、

台帳更新がされておらず現場の最新状況が反映されていないものがある現状である。住民要望等

の措置の検討を行うものについては、地図情報に案件情報を記録する等の情報管理を適宜実施し

ているが、十分な整理はできていない。  
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(2) 道路管理の担い手 

1) 下田市職員 

平成 17 年度から令和 3 年度の職員数の推移を見ると、市職員全体としては減少傾向にある。 

土木職員数は、平成 18 年度と比較して微増（3 人増加）となっているが、平成 26 年度頃から

概ね横ばいの状況にある。また、令和 3 年度時点で土木職員 18 人は、課長級以上が多くを占めて

おり、実務的に道路等の管理に係る現場を担当する技術系職員は 3 人である。市職員全体の減少

傾向を踏まえると、今後も十分な職員数の確保は困難であると見込まれる。 

 

  
（出典：「下田市の人事行政の運営状況について（平成 18 年度～令和 3 年度）」より集計） 

図 3-27．下田市職員数の推移 

 

2) 静岡県職員 

 平成 16 年度から令和 3 年度の職員数の推移を見ると、県職員全体及び土木職員が減少傾向に

あり、いずれについても今後も減少が見込まれる。 

 

  
（出典：「静岡県の給与・定員管理等について（平成 17 年度～令和 3 年度）」より集計） 

図 3-28．静岡県職員数の推移 
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3) 民間事業者 

i) 下田市の建設業に係る事業所・従業員の推移 

 平成 24 年度から平成 28 年度の下田市の「建設業」における事業所数の推移を見ると、34 件

（▲18.6%）の減少となっている。また、従業員数は 128 人（▲14.0%）の減少となっている。 

全産業の減少率は、事業所数で▲10.1%であり、それらと比較しても建設業の担い手の減少傾向

は顕著である。また、少子高齢化といった人口構造の変化を踏まえると、建設業においても就業

者の高齢化や若手就業者の減少が懸念される。 

 

 

（出典：「令和 2 年度下田市統計書（令和 3 年 6 月）」より集計） 

図 3-29．下田市の建設業における事業所・従業員数の推移 

 

ii) 下田市の建設業に係る入札参加事業者 

下田市の建設関連業務及び建設工事に係る民間事業者（入札参加民間事業者）は、下田市外の

静岡県内業者を含め計 356 業者である（支店等含む。）。各民間事業者の登録業種の割合は、「土木

一式」、「建設コンサル」が多いといえる。 

 

     
（出典：「令和 3 年度下田市建設関連業務入札参加者リスト（建設コンサル）」、 

「令和 3 年度下田市建設工事入札参加者リスト（土木一式、舗装、電気、造園）」より集計） 

【複数業種に登録している民間事業者は、全登録業種でカウントしており、図中は計 477 業者である。】 

図 3-30．下田市の建設業に係る入札参加事業者（令和 3 年度） 
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(3) 道路管理費用 

1) 道路管理費用の実績 

下田市建設課の土木費及び道路維持費の直近 4 年度間の決算額の平均は、土木費は年間約

11.5 億円であり、道路維持費は、平均年間約 7,700 万円で土木費の約 6.7%を占める。 

なお、道路維持費のうち、平均約 60%が維持工事費であり、その大半を市道の維持補修工事

が占めている。 

 

   
（出典：受領データ「平成 30 年度～令和 2 年度 算出決算の状況」） 

図 3-31．下田市の土木費及び道路維持費の推移 

 

  
（出典：受領データ「平成 30 年度～令和 2 年度 算出決算の状況」） 

図 3-32．道路維持費及び維持工事費の推移 
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2) 道路管理費用の見通し 

i) 下田市 

下田市のインフラ資産の更新等に係る将来費用は、充当可能な予算水準を超過すると見込まれ

る。また、道路施設のみに着目しても、標準的な耐用年数で更新（修繕）する場合の費用は膨大

な数値となると見込まれる。 

 

 
（出典：下田市公共施設等総合管理計画 平成 29 年 3 月 下田市） 

図 3-33．インフラ資産の将来更新等費用推計 

 

ii) 静岡県 

 静岡県のインフラ資産の維持管理・更新費の将来見通しは、平成 30 年度の投資額と比較して、

令和元年度以降の 30 年間に想定される年平均の維持管理・更新費が約 1.7 倍に膨らむと見込ま

れる。ただし、予防保全管理の実施により、維持管理・更新費は縮減できると考えられる。 

 

 

（出典：静岡県公共施設等総合管理計画 令和 2 年 3 月 静岡県） 

図 3-34．インフラ資産の将来負担の見通し 
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(4) 道路施設に関する工事発注状況 

1) 概要 

 下田市及び静岡県下田土木事務所において、道路管理に係る実施内容は前述のとおりであるが、

特に定例的に発注している、道路維持等に係る業務・工事等の概要を次頁以降に示す。 

下田市では、極力直営で道路管理を実施している中、予算は「修繕費」と「工事費」から成り、

前者により１件当たり 30 万円未満の小規模修繕、後者によりその他の工事と区分することが多

い。 

下田市契約規則より、これら小規模修繕の発注については、予定価格の積算や契約書の作成が

省略できることから、１件あたりの事務手間は他の工事と比較して小さいといえる。しかし、後

述する整理のとおり、年間の発注件数は非常に多く、年間を通じた事務手間は一定程度要してい

る。 

 

【補足】下田市契約規則 

 下田市の契約規則より、随意契約は政令第 167 条の２第１項第１号の規則に基づき、工事請

負は 130 万円以下が対象となる（なるべく２人以上の者から見積書を徴する）。また、予定価格

が 30 万円以下の修繕工事等の場合、書面による予定価格の積算を省略することができる。50

万円を超えない指名競争入札による契約又は随意契約では、契約書の作成を省略することがで

きる（請書又はこれに準ずる書面を徴する）。 

 

 

一方、下田土木事務所では、種々の小規模修繕等業務を単価契約で発注している。その他、道

路除草や緑化木剪定、路面清掃等の業務を、土木事務所管内単位、又は市町区域単位などで委託

している。 

特に「下田市における小規模修繕と下田土木事務所における小規模修繕等業務」（以下、「小規

模修繕等」という。）は、発注案件としても、担い手となる民間事業者（受注実績企業）について

も、下田市、下田土木事務所の両者における共通項といえる。 

 

また、例えば下田土木事務所の業務・工事等の参加資格要件については、当該業務・工事に係

る所定の入札参加資格を有することのほか、これらは日常の道路維持に係るものであり、地域の

精通度や即応性が求められる観点から、対象地域に営業所を有することや元請け実績などを要件

として定めている。 
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表 3-25．従来から定例的に発注している業務・工事等の概要 

 

業務・工事 市 県 
概 要 

（主な仕様） 

参加要件 

（県の入札参加資格設定調書等） 
備 考 

小規模修繕等 ● ●  舗装、交通安全施設、排水施設、照明施設

等の小規模な維持修繕工事 

例：下田市に主たる営業所を有する者 

例：＜県の単価契約舗装補修＞下田若しくは

熱海土木事務所管内にアスファルトプラントを

有する者（県舗装補修単価契約）、舗装施工管

理技術者 

市発注）30 万円未満/件が大

部分を占める 

県発注）単価契約 

受注業者は市内業者中心 

道路パトロール推

進（車両管理）業務

委託 

－ ●  車両の管理（運行前点検・保守点検・消耗品

等の補給）／運行／付随する業務等 

 土曜日、日曜日、祝祭日及び県庁閉庁日を

除く、各日 8：30～17：15（令和 3 年度：242 日） 

 車両運行管理に係る認定を受けた本社又は

営業所等を静岡県内に有する者 

R3 受託業者は県外本社企業 

（下田市入札参加資格なし） 

道路維持（道路除

草）業務委託第１

工区 

－ ●  1 回施工区間：６月から７月の工事抑制開始

前までの間に１回 

 ２回施工区間：上記に加えて、９月から１１月

までの間に１回 

 静岡県における土木施設維持管理業務入札

参加資格の除草に係る認定を受けている者 

 下田土木事務所管内、伊東市、伊豆市（中

略）に本社または法人の所在地がある者 

 国道または県道における交通規制を伴う道

路工事または道路維持管理業務を元請とし

て実施した実績を有する 

R3 受託業者は 

下田地区建設事業協同組合 

道路維持（緑花木

管理）業務委託 

－ ●  夏季剪定（ヤナギ：５～８月に２回、ヤナギ以

外：６～８月に１回等） 

 秋季剪定（ヤナギ等：１０月に１回） 

 冬季剪定（１２～２月に１回） 

 病害虫防除、施肥、支柱結束直し、低木刈

 静岡県における土木施設維持管理業務入札

参加資格の剪定に係る認定を受けている者 

 下田、熱海、沼津又は富士土木事務所管内

に所在する事業協同組合 

 国、地方公共団体または特殊法人等が発注

R3 受託業者は 

賀茂造園事業協同組合 
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業務・工事 市 県 
概 要 

（主な仕様） 

参加要件 

（県の入札参加資格設定調書等） 
備 考 

込、芝生刈込、除草、潅水、緑化木管理台帳

修正 等 

した緑化木管理業務を元請として実施した実

績を有する 

道路維持（路面土

砂等排除）工事 

－ ●  路線により 1～2 回／年程度の路面清掃工  静岡県における建設工事入札参加資格の土

木一式工事に係る認定を受けている者 

 国、地方公共団体または特殊法人等が発注

した路面清掃車による道路清掃作業を元請

として実施した実績を有する 

 （省略）金額が 3500 万円以上となる場合は当

該工事への専任配置を条件とする 

R3 受託業者は県内本社企業 

交通安全施設（道

路情報提供装置）

保守点検業務委託 

－ ●  定期保守（保守基準に示す保守点検項目） 

 緊急保守（発注者からの連絡に基づく） 

 静岡県における建設工事入札参加資格の電

気通信工事に係る認定を受けている者 

 国、地方公共団体または特殊法人等が発注

した道路情報表示設備の新設、更新、改良

工事または保守点検業務を元請として実施し

た実績を有する 

R3 受託業者は県外本社企業 

（下田市入札参加資格あり） 
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2) 下田市 

 本項では、下田市建設課が発注する「30 万円未満の小規模修繕及びその他の工事」（以下、「工

事」という。）の近年の発注状況について整理する。 

i) 道路施設に関する工事発注状況 

下田市建設課の直近 3 年間の工事発注状況を以下に示す。道路等の管理に関する直近 3 年間の

工事発注数は平均 216 件であり、そのうち道路維持は平均 81 件である。また、道路等の管理に

関する直近 3 年間の工事総額は平均約 3.4 億円であり、そのうち道路維持は平均約 5,700 万円で

ある。 

年間の工事発注数が多いことから、下田市建設課の職員の負担が大きいといえる。 

 

（出典：受領データ「下田市工事執行状況調書（建設課）（平成 30 年度～令和 2 年度）」、 

「小規模修繕（30 万円未満）（平成 30 年度～令和 2 年度）」より集計） 

図 3-35．工事分類別の工事発注数 

 

（出典：受領データ「下田市工事執行状況調書（建設課）（平成 30 年度～令和 2 年度）」、 

「小規模修繕（30 万円未満）（平成 30 年度～令和 2 年度）」より集計） 

図 3-36．工事分類別の工事額 
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ii) 小規模修繕に関する発注状況 

道路等の管理に関する工事のうち、30 万円未満の小規模修繕の、直近 3 年間の発注数及び発

注額割合を以下に示す。30 万円未満の小規模修繕は、発注額は全体の 10％未満であるが、発注

数は全体の約 70%を占めている。 

小規模修繕の直近 3 年間の発注数は平均 142 件であり、そのうち道路維持は平均 46 件を占め

ている。また、小規模修繕の直近 3 年間の発注額は平均約 2,700 万円である。 

 

 

図 3-37．工事における小規模修繕の割合（数） 

 

図 3-38．工事における小規模修繕の割合（金額） 

（出典：受領データ「下田市工事執行状況調書（建設課）（平成 30 年度～令和 2 年度）」、 

「小規模修繕（30 万円未満）（平成 30 年度～令和 2 年度）」より直近 3 年間の平均の割合算出） 

 

 

図 3-39．小規模修繕の分類別発注数 

  

図 3-40．小規模修繕の分類別発注額 

（出典：受領データ「小規模修繕（30 万円未満）（平成 30 年度～令和 2 年度）」より集計） 
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3) 静岡県（下田市） 

静岡県下田土木事務所における下田市等での直近 3 年間の業務委託の発注状況を以下に示す。

道路維持等に関する直近 3 年間の業務発注数の平均は 10 件であり、そのうち道路維持は平均 6

件である。なお、道路維持業務のうち、小規模修繕、舗装補修、雪氷対策、道路照明施設維持修繕

については単価契約による外部委託で対策を実施しており、発注数はそれぞれ 1 件／年であるが、

道路パトロールや住民要望により確認した損傷等について都度業者への指示を行っている。また、

道路管理に関する直近 3 年間の業務総額の平均は約 1.1 億円であり、そのうち道路維持は平均約

7,700 万円である（表 3-26 の通り、業務によっては、下田市外の下田土木事務所管内施設に関す

る費用を含む）。 

 

 

図 3-41．分類別業務数 

 

図 3-42．分類別業務金額 

（出典：受領データ「小規模修繕等実績（平成 30 年度～令和 2 年度）より集計」） 

 

表 3-26．業務分類項目別の金額及び対象エリア 

分類 業務項目 直近 3年間平均業務金額 対象エリア 

道路維持 小規模修繕（単価契約） 約 1,900 万円 下田市 

雪氷対策（単価契約） 約 14 万円 

舗装補修（単価契約） 約 1,100 万円 下田市・南伊豆町 

照明施設修繕（単価契約） 約 710 万円 

路面清掃 約 1,700 万円 下田土木事務所管内 

道路除草 約 1,100 万円 下田市 

道路緑化木管理 約 1,800 万円 下田土木事務所管内 

道路パトロール 約 1,200 万円 下田土木事務所管内 

交通安全施設 道路情報提供装置保守点検 約 950 万円 下田土木事務所管内 

 （出典：受領データ「小規模修繕等実績（平成 30 年度～令和 2 年度）」） 
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(5) 道路施設に関する住民要望 

下田市建設課土木管理係への道路施設等に関する住民要望の総件数は、年間約 200～300 件で

ある。要望の分類は、「道路維持」、「河川維持」、「排水路維持」、「安全施設」、「その他」に分けら

れ、「道路維持」に関する要望割合が大きく、全体の約半数を占めている。 

また、「道路維持」の要望は、路面の補修や側溝の整備を求める要望の割合が大きい。 

住民要望に基づき、直営または委託により維持工事等を実施しているが、予算制約の観点から

年度内での補修工事等の対応が難しく、半数以上が経過観察や次年度以降の対応となっている。 

 

  
（出典：平成 30 年度～令和 2 年度の下田市建設課土木管理係への道路施設に関する要望を集計） 

図 3-43．道路等の管理に関する住民要望件数 

 

 

（出典：平成 30 年度～令和 2 年度の下田市建設課土木管理係への道路施設に関する要望を集計） 

図 3-44．道路維持に関する住民要望割合 
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3.2.4 下田市内の地域別の現状整理 

下田市の地域別の現況として、「下田市都市計画マスタープラン」の地域別構想にて区分される

6 地域について、各地域の地域特性や道路管理における現況を整理する。 

 

(1) 地域の特性 

下田・本郷地域、朝日地域、浜崎地域、白浜地域及び稲生沢地域の一部は、静岡県の下田都市

計画区域に設定されており、「下田都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」において、

目指すべき将来都市像を「下田の歴史、自然、文化に親しみ、住み続けたくなるまち、また来た

くなる都市」とし、都市づくりの目標が設定されている。また、下田・本郷地域は、人口密度が他

の地域と比較して高いといえる。 

 

表 3-27．地域の特性 

地域 特徴 都市計画 人口密度 

下田・本郷 中心市街地 行政・商業の中心地、歴史ある観光地 対象 約 1,646.6 人/km2 

稲生沢 周辺市街地 中心市街地に近い、古くからの温泉場 一部対象 約 328.5 人/km2 

朝日 農地・沿岸部 海、山、川の豊かな自然が多い 対象 約 243.5 人/km2 

浜崎 水産業・沿岸部 きれいな海が近い、漁業が盛ん 対象 約 460.4 人/km2 

白浜 沿岸部・観光地 白い砂浜があり、夏季は観光客が多い 対象 約 234.6 人/km2 

稲梓 農地・山間部 山と清流に囲まれた里山景観が残る 対象外 約 42.7 人/km2 

（出典：【面積、人口】2015 年国勢調査小地域（町丁・字等別）より集計） 

 

 
（出典：「下田市都市計画マスタープラン 平成 28 年 3 月 下田市」に一部加筆） 

図 3-45．地域区分図（再掲） 

稲梓地域 
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(2) 道路施設の概況 

1) 道路施設の構成 

地区別の道路施設の面積あたりの管理数量を見ると、道路延長は浜崎地域、下田・本郷地域の

順に多く、橋りょうは下田・本郷地域、稲生沢地域、トンネルは下田・本郷地域、朝日地域の順に

管理数量が多い。いずれの道路施設についても、中央市街地である下田・本郷地域に密集してお

り、相対的に見ると道路施設の管理に関する事業量確保が見込まれる地域であるといえる。 

 

 

図 3-46．道路施設位置図（再掲） 

【出典】 

・各地域境界データ：「政府統計の総合窓口（ｅ－Ｓｔａｔ）」『境界データ（2015 年国勢調査 下田市）』 

・県管理道路：『地理院地図 Vector（仮称）提供実験」（国土地理院）(https://github.com/gsi-

cyberjapan/gsimaps-vector-experiment）をもとに「コンサベーション GIS コンソーシアムジャパン」

（http://cgisj.jp）が作成したデータ 道路中心線 2020 静岡県』より下田市内の県管理道路を抽出 
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表 3-28．地域別の管理道路延長（km） 

地域 
下田市 静岡県（下田市内） 計 

道路延長 延長／km2 道路延長 施設数／km2 道路延長 施設数／m2 

下田・本郷 21.7  5.2  6.1 1.5  27.8 6.6  

稲生沢 50.0  3.3  5.7 0.4  55.7 3.7  

朝日 33.3  2.1  8.3 0.5  41.6 2.6  

浜崎 36.5  5.8  5.6 0.9  42.1 6.7  

白浜 35.1  4.2  5.6 0.7  40.7 4.9  

稲梓 59.6  1.1  16.3 0.3  75.9 1.4  

計 236.1  2.3  47.8 0.5  283.9 2.7  

（出典：【下田市】受領データ「認定路線調書」、 

【静岡県】「コンサベーション GIS コンソーシアムジャパン」『道路中心線 2020 静岡県』） 

 

表 3-29．地域別の管理橋りょう数（橋） 

地域 
下田市 静岡県（下田市内） 計 

施設数 施設数／km2 施設数 施設数／km2 施設数 施設数／m2 

下田・本郷 21 5.0  9 2.1  30 7.1  

稲生沢 47 3.1  10 0.7  57 3.8  

朝日 34 2.1  7 0.4  41 2.6  

浜崎 15 2.4  3 0.5  18 2.8  

白浜 16 1.9  2 0.2  18 2.2  

稲梓 70 1.3  20 0.4  90 1.7  

計 203 1.9  50 0.5  253 2.4  

（出典：【下田市】受領データ「PasCAL データ_橋梁位置」、【静岡県】受領データ「県管理橋梁 DB（SHP）」） 

 

表 3-30．地域別のトンネル数（箇所） 

地域 
下田市 静岡県（下田市内） 計 

施設数 施設数／km2 施設数 施設数／km2 施設数 施設数／m2 

下田・本郷 3 0.7  7 1.7  10 2.4  

稲生沢 0 0.0  1 0.1  1 0.1  

朝日 8 0.5  0 0.0  8 0.5  

浜崎 0 0.0  0 0.0  0 0.0  

白浜 0 0.0  0 0.0  0 0.0  

稲梓 0 0.0  1 0.02  1 0.02  

計 11 0.1  9 0.1  20 0.2  

（出典：【下田市】受領データ「PasCAL データ_トンネル位置」、 

【静岡県】受領データ「ト県管理トンネル DB（SHP）」」） 
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2) 道路施設の変状 

地区別の道路施設の健全性を見ると、橋りょうはいずれの地域も健全性Ⅱの施設が最も多い。

トンネルがある地域のうち、下田・本郷地域は、健全性Ⅱのトンネルと健全性Ⅲのトンネルが同

数であり、稲生沢地域及び稲梓地域は管理トンネル各 1 箇所がそれぞれ健全性Ⅲ、朝日地域は全

トンネルが健全性Ⅱである。現状、道路施設（橋りょう、トンネル）の健全性については、地域に

よる大きな傾向は見られないといえる。 

 

 

図 3-47．地域別の橋りょうの健全性割合 

 

図 3-48．地域別のトンネルの健全性割合 

（出典：【橋りょう】橋梁定期点検（平成 28 年度～令和 2 年度）、 

【トンネル】トンネル定期点検（平成 27 年度～平成 29 年度）の結果より算出） 

 

表 3-31．地域別の道路施設の健全性 

地域 

計（下田市及び静岡県（下田市内）） 

橋りょう トンネル 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 不明 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

下田・本郷 13 16 1 0 0 0 5 5 0 

稲生沢 18 35 4 0 0 0 0 1 0 

朝日 12 26 3 0 0 0 8 0 0 

浜崎 6 8 4 0 0 0 0 0 0 

白浜 6 6 6 0 0 0 0 0 0 

稲梓 20 62 6 0 2 0 0 1 0 

計 75 153 24 0 2 0 13 7 0 

（出典：【橋りょう】橋梁定期点検（平成 28 年度～令和 2 年度）、 

【トンネル】トンネル定期点検（平成 27 年度～平成 29 年度）の結果より算出） 
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(3) 道路管理の概況 

1) 道路管理の担い手 

下田市の道路施設を管理している下田市建設課は下田・本郷地域に位置しており、静岡県下田

土木事務所は、稲生沢地域に位置する。 

下田市の道路施設管理に係る入札参加資格を持つ民間事業者は（支店等含む。）、計 356 業者あ

り、そのうち 28 業者が下田市内の業者である（県外に本社がある業者の支店等除く。）。下田市内

の民間事業者のうち、約 40％（12 業者）が中央市街地である下田・本郷地域に位置しており、相

対的に見ると即応性も高く、それらの観点では事業成立性が見込める地域であるといえる。 

 

 

図 3-49．静岡県内の道路管理に係る民間事業者 

 

図 3-50．下田市内の道路管理に係る民間事業者 

 
図 3-51．下田市内の道路管理の担い手 

【出典】 

・各地域境界データ：「政府統計の総合窓口（ｅ－Ｓｔａｔ）」『境界データ（2015 年国勢調査 下田市）』 

・民間事業者：「令和 3 年度下田市建設関連業務入札参加者リスト（建設コンサル）」、 

「令和 3 年度下田市建設工事入札参加者リスト（土木一式、舗装、電気、造園）」より集計 
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2) 道路施設に関する住民要望 

下田市建設課土木管理係への道路施設に関する要望について地域別に見ると、「稲生沢地域」、

「朝日地域」、「白浜地域」、「稲梓地域」の割合が大きく、「下田・本郷地域」、「浜崎地域」の割合

が小さい。 

また、いずれの地域においても「道路維持」に関する要望の割合が全体の約半数を占めている。 

 

  
（出典：平成 30 年度～令和 2 年度の下田市建設課土木管理係への道路施設に関する要望を集計） 

図 3-52．道路管理に関する住民要望の地域割合 

 

  

（出典：H30～R2 年度の下田市建設課土木管理係への道路施設に関する要望の年度平均を集計） 

図 3-53．地域別の住民要望分類割合 
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3.2.5 下田市内における道路管理の現状等の整理総括 

下田市内における道路施設管理の現状について、業務分析結果の総括を示す。 

 

表 3-32．現状整理結果概要 

現状整理項目 現状 

下田市の概要 

（P28～） 

【共通】 

 財政状況は、高齢化社会の進行で社会保障関係経費の増大や生産年齢人口減少に伴

う減収が予想され、今後の公共施設等の整備に充当できる財源を、現在の水準で維

持することが困難となることが想定される。 

下田市内の 

道路施設の概況 

（P36～） 

【共通】 

 下田市・静岡県が管理する市内の道路延長は約 284km である。 

 道路施設について、今後急激な老朽化に伴った修繕・更新時期及び維持管理費用の

集中が想定される。 

 定期点検を実施している道路施設について、早期に措置が必要とされる施設が見ら

れるが、これらは修繕計画が立案されており補修等は概ね計画通り進捗している。 

下田市内の 

道路管理の概況 

（P43～） 

【共通】 

 施設特性や人員・予算制約等を踏まえて道路施設を管理しており、それらに伴う下

田市・静岡県の管理方針・水準の差異が見られる。 

 定期点検の対象施設（橋りょう等の構造物）はメンテナンスサイクル（点検-診断-

措置-記録）を回そうとしているところである。一方で、その他道路施設全般とし

ては、基本的に住民要望や道路パトロールに基づき道路維持対応を実施している

が、予算制約の観点から経過観察となっているものが多い。 

 道路施設を含むインフラ資産の更新等に係る将来費用は、充当可能な予算水準を超

過すると見込まれる。 

 道路管理に係る職員や民間事業者は減少傾向にあり、今後さらに職員負担増大や担

い手不足が懸念される。 

【下田市】 

 直営で実施可能なことは極力直営で実施している（現場実務等の担当者は

3人）。 

 小規模修繕をはじめとした年間の工事発注数が多く、職員負担が大きい。 

 道路施設に関する住民要望は年間 200 件以上寄せられており、特に「道路維持」に

関する要望が約半数を占めている。 

【静岡県】 

 道路施設の管理は、主に外部委託により実施しており、一部、小規模修繕等業務に

ついては、単価契約としている。 

下田市内の 

地域別の現状整理 

（P62～） 

【共通】 

 下田市の中央市街地である下田・本郷地域は、施設数量（事業量）や企業数の観点か

ら、事業の成立性が下田市内では相対的には高い地域であるといえる。 

：下田市内の道路施設が密集／民間事業者の約 40％が位置 
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3.3 道路管理の現状を踏まえた課題の総括 

3.3.1 社会課題の相関（課題の全体概要） 

 下田市内の道路等の管理を取り巻く社会課題やそれらに起因する種々の課題を、立場（住民／

行政（管理者）／民間事業者）との関係を踏まえて相関図として整理すると、改めて下図のとお

りとなる。 

着眼する主な社会課題としては、インフラの老朽化と人口減少・少子高齢化が挙げられる。イ

ンフラの老朽化により、維持管理コストの増加が見込まれるが、後述の種々の課題と相まって、

インフラの維持管理への従来水準以上の予算投下は困難であると考えられる。さらに、担い手の

不足などにより、インフラの健全性が低下していけば、例えば管理瑕疵の増加など、利用者等の

安全への影響リスクが高まることが想定される。 

一方で、人口減少・少子高齢化により、職員や担い手の減少や技術継承が困難となるほか、税

収の減少や社会保障関係費の増加が、インフラの老朽化対策への予算投下を制約する。さらに、

運転免許返納者の増加が地域の交通サービスの担い手不足等につながるといった課題が挙げられ

る。また、当該課題の解決策としても注目されている、自動運転技術の普及促進にあたっては、

道路の管理状態も自動運行に支障を与えるといった社会実験事例がある（後述補足も参照）。 

このように、種々の課題が相互に関連・冗長しながら、将来的な地域の魅力低下等につながる

など、社会課題のデフレスパイラルが懸念される。将来的・大局的な目線で捉えると、道路等の

インフラの維持管理においても、イノベーションの起爆剤としての新技術（例：自動運転技術等）

の開発・社会実装とも共調しながら、持続可能な仕組みを実現に向けて段階的な取組推進、また

はそれのような取組の可能性を継続的に検討していくことが重要であると考えられる。 

 

 

図 3-54．下田市内の道路管理を取り巻く社会課題の相関（再掲） 

  

⾃動運転技術の⾯的普及への⽀障

住⺠・観光客等 ⾏ 政
（インフラ管理者）

地元企業
（例︓建設業等）

⼤⼿関連企業
（例︓交通サービス事業者等）

⼈
⼝
減
少
・
少
⼦
⾼
齢
化

職員の不⾜・
技術継承難

事業所数・従業員数の減少
※技術者の⾼齢化・若⼿就業者の減少

イ
ン
フ
ラ
の
⽼
朽
化

運転免許返納者の増加

⽣活移動困難者の増加

交通サービスの担い⼿不⾜

職 員 の 負 担
増加

安全への影響リスク増加

維持管理・更
新費の増加

税収の
減少

社 会 保 障 関
係費の増加

観光客のマイカー利⽤
に伴う渋滞発⽣

維持管理・更
新費の不⾜

 従来の発注・契約⼿法に起因する
⾯もある（例︓⼩規模・定型的な
業務ほど創意⼯夫（収益性を⽣み
出す）の余地が少ない）。

着
⽬
す
る
社
会
課
題

⽴ 場

⽬ 的

【望ましくない事象】
例︓管理瑕疵の増加等

【イノベーション（解決策）】
⾃ 動 運 転 技 術等

道路の劣化
等の課題

⼀次的課題

⼆次的課題

住⺠等への影響

＜凡 例＞

【負のスパイラル】
地域の魅⼒の低下

⇒住⺠・企業・観光客等
の減少の加速化

 厳しい予算の中で最低限の管理となってい
る（例︓市では可能な限り直営で管理し、
要望に対する⼯事は３割程度に留まる）。

維 持 管 理 の
担い⼿不⾜

維持管理事業の収益性等の課題

安全・安⼼な暮らしと観光等 公共の福祉の増進 （営利団体としての）利益の追求



70 

＜補足＞自動運転技術の普及促進に係る動向等 ※以降の補足図参照 

 静岡県内では、地域交通の課題解決の検証を目的に、令和元年度以降、産学官による実施体

制のもと、各実証テーマに応じた県内実験地区にて、実験車両（高精度３Ｄマップ（点群座

標データ活用）走行）を用いた実証実験を行っている。 

 自動運転技術には複数の方法があるが、静岡県では３次元点群データを活用したダイナミッ

クマップ方式を使用している。一方で、国交省における検討会では、積雪期においても cm

単位で自己位置の特定ができた、電磁誘導線・磁気マーカー（道路法改正：道路附属物「自

動運行補助施設」と位置付け）による方式に着眼している。 

 静岡県内外の自動運転の実証実験事例より、自動運転に対応した道路空間のあり方の観点か

らの課題として、車両停止や走行性低下、手動介入が発生した原因の一部に、道路の維持管

理水準に係るものもある。 

 街路樹の伸びた枝／道路脇の草／舗装面の劣化 等 
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3.3.2 下田市内の道路等の管理に係る官民の課題 

(1) 官（管理者）側の抱える課題 

1) 課題の全体像（概要） 

管理者側が抱える課題、つまり改善目的としては、多くの発注事務を抱える上、リソースの増

加は見込めない中で、官民の役割分担のもと、まずは職員の業務の効率化（生産性向上（例：発

注の効率化による事務手間の軽減／職員がすべき業務への注力等））が求められるところであり、

その課題感は相対的には市において特に顕著であるといえる（後述補足も参照）。 

さらに、中長期的な視点では、ライフサイクルコストの縮減等も合わせて、持続可能な維持管

理の仕組みの構築が求められるところである。 

 

 

図 3-55．管理者側の抱える課題 

 

  

⽼朽化（経年劣化）の進⾏

■道路等の実態

職員の減少や⾼齢化
■維持管理の体制・財源

道路等の健全性低下と維持管理
費⽤増加（予算不⾜）から、管
理瑕疵発⽣等のリスクが⾼まる。

対症療法的な管理
に留まることによる

中⻑期的な財政圧迫

庁内の⼈員・技術⼒
の確保が困難

地域による担い⼿
の確保が困難

道路等の適切な維持管理の
持 続 が 困 難 と な る

新たな施策・取組
の促進が困難

道路利⽤者への安全・円滑な交通サービスの提供等への影響 ・・・ 地域の魅⼒の低下

＜将来の懸念される姿＞＜管理者が抱える課題＞＜現状（問題の要因）＞

道路等のインフラは、集約化・廃
⽌といった数量削減等の抜本的
対策が困難

上記に伴う維持管理費の増加
や更新費の集中の⾒込み

道路管理者（市・県）によって、
管理⽔準（⽅法）等が異なる

単年度・分離発注等による委
託業務や請負⼯事の契約

⺠間事業者の減少や⾼齢化

⼈⼝減少・⽣産年齢⼈⼝減少
による税収の減少や社会保障
関係経費の増加 地域の建設業による担い⼿（災

害時含む）を確保し続けられるか
が懸念される。

従来の発注・契約⽅式、あるいは
市・県各々の管理のままでは、発
注⼿間等の負担のほか、道路ネッ
トワークとしての管理の観点から改
善の余地がある。

維持管理⽔準
の低下・不均⼀化

多種多様で膨⼤な管理数量を
集中的に整備

例︓⾃動運転技術の⾯的普及への⽀障等

職員の減少や技術継承が困難と
なることから、直営業務や発注事
務等の⼀⼈当たりの負担の増加
が懸念される（現状で発注件数
も多い（特に市））。

極⼒直営で対応（特に市） リソース（⼈員・予算）増加は⾒
込めない中、職員の業務の効率化

（⽣産性向上）が必要

限られた⼈員・予算と⽇々の業務
に追われる中、対症療法的な管
理が中⼼となり、また、住⺠要望
に対する対応が⾏き届かない⾯も
ある。



73 

2) 市・県の各々で見た課題（補足） 

 市、県の道路管理における主な課題を改めて端的に示すと以下のとおりである。 

 

 市の課題 

 現状も職員が不足している（現場等で実働する担当職員は計３名）。また、管理職級の職員が多

く、近い将来退職等による職員減少が見込まれる。 

 極力直営で業務を行っている上、特に小規模修繕など多数の発注案件により職員負担は大きい。 

 定期点検の対象施設（橋梁・トンネル）以外は、対症療法的な管理（要望の対応率３割程度）

に留まっている。要望については舗装に係る事案が支配的であるなど、住民サービスの向上や

中長期的な視点でのライフサイクルコストの縮減（後述の参考参照）にあたっては、舗装をは

じめとした計画的な管理の対象範囲の拡大等の必要性について検討していくことが望ましい。 

 

 県の課題 

 自動運転技術の普及促進に向けては、維持管理水準の維持（と市との均一化）が必要となる。 

（以下補足：現状） 

 主な道路施設は定期点検とそれらに基づく個別施設計画の策定、当該計画に基づく措置を進捗

させており、メンテナンスサイクルを回し始めたところである。 

 大型構造物（例：橋梁等）のほか、舗装については定期的な路面性状調査を実施している。 

 その他施設含め、道路全般的には職員によるパトロールや、各種業務委託による管理を行なっ

ている。 

 小規模修繕など件数の多い業務は単価契約で案件を集約しており、各種委託業務も件数として

は多くはない。 
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(2) 民（事業者）側の抱える課題 

事業者側が抱える課題、つまり改善目的としては、特に事業者向けアンケートの結果（後述 4.3.1

参照）も踏まえて、維持管理業務等に課題を感じている事業者のうち、その主な原因は人員確保

や負担、収益性となっていることから、これらの改善が求められるところであると考えられる。 

 

 

図 3-56．事業者側の抱える課題 

 

 

  

経営状態や事業内容に
よって資⾦調達が困難

道路利⽤者への安全・円滑な交通サービスの提供等への影響 ・・・ 地域の魅⼒の低下

＜将来の懸念される姿＞＜⺠間事業者が抱える課題＞＜現状（問題の要因）＞
■道路等の維持管理業務

事業所数や従業員数の減少
■体制・投資

維持管理業務は⼩規模・単発であ
り、⼈材確保がしづらく、また、収益
性が⾒込めない（新設⼯事からの
事業転換等も困難）。

収益性が⾒込めないと
雇⽤や設備の維持が困難

事業の継続が困難となる

仕様規定であるとノウハウを⽣かす
余地が⼩さく、効率化等による収益
性の増加も⾒込めない。

新たな技術・知⾒等が得られなけれ
ば、事業の維持・拡⼤につながらな
い。

技術者の⾼齢化や若⼿⼊職者の
減少 就業者の⾼齢化や若⼿⼊職者の

減少により、（⼀部では）後継者
の⾒通しが厳しくなってきている。

業務規模が⼩規模であり、新設
⼯事等と⽐較して⼯夫の余地が
⼩さく、薄利

単年度・分離発注等による委託
業務や請負⼯事の契約

保有機械の⽼朽化

受注・経営の安定化が⾒込めない
ため、雇⽤や設備投資がしにくい。 安定性が⾒込めないと

新たな雇⽤や設備投資
が困難

業務内容が定型的または仕様規
定

常時や災害時ともに即応性が求め
られる

（災害対応含めて）即時対応や
技術者の拘束等が求められるなど
負担が⼤きい。
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(3) 舗装の管理に係るライフサイクルコスト縮減の基本的な考え方（参考） 

 「舗装点検要領 平成 28 年 10 月 国土交通省道路局（以下、「舗装点検要領」という。）に

よると、本項で整理するとおり、下田市が管理する道路の舗装についても、路面の状態を適切に

把握し、真に必要な時期に措置（修繕）を行うことを徹底することで、従来の管理と比較し、中

長期的な観点からの措置（修繕）に係るライフサイクルコストの縮減が図れる可能性が考えられ

る。 

 ただし、このような計画的な管理には、管理基準に倣って路面の状態を定量的に記録すること

を起点としたメンテナンスサイクル（点検-診断-措置-記録）の実装が重要となる。現実的には、

まず路面の状態を定量的に把握するための点検に必要な予算を、如何に措置するかのコスト構造

の検討が不可欠となる。 

予算を新たに設けることが困難であれば、例えば現に従来から実施している管理行為とのマル

チタスク、または活用している技術のマルチユース等により、従来の業務フローを通じて可能な

範囲から、あるいは従来の道路管理に係る担い手のみによらない視点も含めて、路面状態等の情

報を収集するような仕組みづくりが求められる。 

 

参考までに、管理基準を設定し、点検（路面の状態を定量的に把握）しながら管理基準値に従

って修繕時期を見極め、適時に修繕を行うといった計画的な管理を行うことで、ライフサイクル

コストの縮減効果としては概略的には次頁のとおり試算される。 

 ここではモデルケースとして、下田市が管理する道路のうち、一級・二級市道（計 72.5km）を

相対的に重要度が高く、点検の必要性が高い路線であると捉えた場合に、これらに関する 100 年

間のライフサイクルコストを試算している。 

 論点としては、同一箇所における措置の間隔（修繕周期）が、例えば従来のような要望ベース

で措置を行うケースと、点検による状態把握と管理基準に基づくケースを比較して、後者が長い

場合には、同一の措置方法であっても後者の方がライフサイクルコストは有利になるところにあ

る。これらは厳密には、両者のケースにおける措置実績等のデータ蓄積により追求しうるところ

であるが、いずれにしてもライフサイクルコストを最小化しうる適時適切な措置の時期・内容等

の検討にあたっては、路面の定量的な状態把握を行うことが必要といえる。 

 

  



76 

表 3-33．舗装のライフサイクルコスト縮減効果額の試算（参考値） 

項 目 従来型管理 計画的管理 

道路延長 72,500m（※１） 

道路面積（a） 375,871m2（※１） 

修繕単価（b） 4,700 円/m2（※２） 

修繕周期（c） 15 年（※２） 27 年（※３） 

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ（100 年間） 

（d）＝（a）÷（c）×（b）×100 
117.8 憶円 65.4 憶円 

ｺｽﾄ縮減効果額 52.4 憶円 

単年度あたりのｺｽﾄ縮減効果額 0.5 億円／年度 

※１：下田市公共施設等総合管理計画 平成 29 年 3 月より、一級市道及び二級市道の数値を合計 

※２：「公共施設等更新費用試算ソフト（総務省監修）」（上記※１計画でも適用）における単価や耐用年数の初期設定値 

※３：下図の劣化曲線（250 台・方向以上）より、管理基準値をひび割れ率 40％と仮定した場合の到達年数（読み取り値） 

 

 
（出典：舗装点検要領 平成 28 年 10 月 国土交通省道路局 P.29 に加筆） 

 

 次頁以降には、ライフサイクルコストの試算にあたっても前提となる、次の事項について、舗

装点検要領等を踏まえた基本的な考え方の例を整理する。 

【舗装の計画的な修繕等に係る基本事項】 

① 道路分類と維持管理方法 

② 点検方法 

③ 判定方法 

④ 管理基準 

⑤ 措置方法 

 

  

ひび割れ率 40％到達年数：27 年（読取値） 
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1) 道路分類と維持管理方法 

下田市内の道路の大半を占めるアスファルト舗装の維持管理については、次のようなあり方が

基本的には望ましいと考えられる。 

 下田市が管理する道路は、基本的に舗装点検要領における道路分類 C・D に分類される。 

 舗装点検要領では、修繕段階を健全性区分Ⅲと定義しており、その考え方に基づくと、修繕

段階（健全性区分Ⅲ）を見極めて措置を行い、健全な状態（健全性区分Ⅰ）に回復させるも

のとする。 

 （特に分類 C については、）路盤以下の層を保護する観点で表層等の修繕を「適時」行うため

には、路面の状態を定量的またはその他相応に把握する管理行為を行う必要がある。 

 

特性 道路分類 主な道路 

 高規格幹線道路 等 

（高速走行など求められるサービ

ス水準が高い道路） 

Ａ 

 

損傷の進行が早い道路 等 

（例：大型車交通量が多い道路） 
Ｂ 

 

損傷の進行が緩やかな道路 等 

（例：大型車交通量が少ない道路） 
Ｃ 

  

 生活道路 等  

（損傷の進行が極めて遅く占用工

事等の影響が無ければ長寿命） 

Ｄ 

 

（出典：舗装点検要領 H28.10 国土交通省道路局に加筆） 

 

【舗装点検要領に基づく維持管理】 

 損傷の進行が緩やかな道路については、修繕サイクルが比較的長いため、表層等の適時修繕

による路盤以下の層の保護を行うべく、路面の状態が管理基準に到達した段階で表層等の機

能が失われたと判断し、切削オーバーレイを中心とした措置（修繕）をする。 

 生活道路等については、損傷の進行が極めて遅く占用工事等の影響が無ければ長寿命が期待

されるため、点検、診断、措置及び記録からなるメンテナンスサイクルによらず、巡視の機

会を通じた路面の損傷の把握及び措置、記録による管理とすることができる分類 D とされ

ている。 

（出典：舗装点検要領に基づく舗装マネジメント指針 H30.9 公益社団法人日本道路協会に加筆） 

図 3-57．道路分類と市道における基本的な維持管理のあり方 
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【路盤以下の層の保護の重要性】 

舗装の路盤以下の層が劣化している場合、表層の修繕を実施しても、路盤の支持力低下によ

り短期間で修繕が繰り返されることから、路盤を含めた修繕を実施し、路盤の健全性を回復さ

せることで、道路舗装の長寿命化を図ることが重要である。 

 

（出典：舗装点検要領 H28.10 国土交通省道路局 付録－2） 

図 3-58．路盤への雨水侵入による支持力低下 

 

2) 点検方法 

点検は以下のとおり実施することが基本である。 

表 3-34．点検概要 

道路分類 点検頻度 方法 

分類 C 一巡する期間を道路管理者が設定※1 目視又は機器を用いた手法など適切な手法 

分類 D 計画的な点検によらず、巡視の機会を通じた路面の損傷を把握 
  

※1道路の総延長を考慮し、更新時期や地域特性等に応じて道路管理者が設定する。 

点検間隔が長期となる場合は、巡視の機会等で得た情報により補完することが望ましい。 

（出典：舗装点検要領 平成 28 年 10 月 国土交通省道路局） 

 

3) 判定区分 

定期的な点検を行う分類 C の道路については、道路管理者が設定した管理基準に照らし、点検

で得られた情報により、健全性の診断を行う。 

表 3-35．判定区分 

区 分 定 義 

Ⅰ 健全 損傷レベル小：管理基準に照らし、劣化の程度が小さく、舗装表面が健全

な状態である 
Ⅱ 表層機能保持段階 損傷レベル中：管理基準に照らし、劣化の程度が中程度である 
Ⅲ 修繕段階 損傷レベル大：管理基準に照らし、それを超過している又は早期の超過が

予見される状態である 
（出典：舗装点検要領 平成 28 年 10 月 国土交通省道路局） 
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4) 管理基準 

管理基準は、管理指標がどのような値となったら措置を行うかという観点で設定する。管理指

標は、点検で定量的な数値として取得可能な情報（例：ひび割れ率、わだち掘れ量、IRI、MCI）

であることが望ましい。また、道路特性等による重要度に応じて管理基準値にメリハリをつける

ことも重要である。 

分類 C については、健全性Ⅲを修繕段階として措置を行うことが考えられる。その管理基準値

の例を下表に示す。なお、分類 D については、定期的な点検は実施せず、巡回等の機会を通じて

状態を把握することから、巡回等の日常管理において道路管理者が修繕の要否を判断するものと

する。 

 

表 3-36．（参考）アスファルト舗装の診断区分と各指標測定値の対応 

診断区分 ひび割れ率（％） わだち掘れ量（mm） IRI（mm/m） 

Ⅰ 健全 0～20 程度 0～20 程度 0～3 程度 

Ⅱ 表層機能保持段階 20～40 程度 20～40 程度 3～8 程度 

Ⅲ 修繕段階 40 程度以上 40 程度以上 8 程度以上 

（出典：舗装点検要領 平成 28 年 10 月 国土交通省道路局） 

 

表 3-37．（参考）MCI による標準的な判定基準 

水準 出典１の判定基準 出典２の判定基準 

0.0≦MCI≦3.0 大規模な修繕が必要 早急に修繕が必要 

3.0＜MCI≦4.0 小規模な修繕が必要 修繕が必要 

4.0＜MCI≦5.0 予防的維持または局部的な修繕 修繕を行うことが望ましい 

5.0＜MCI 日常の維持管理 望ましい管理水準 

出典１：舗装維持計画作成時の参考資料 路面－車道編（財）国土開発技術研究センター 

出典２：第 34 回建設省技術研究会報告（昭和 55 年度）pp40 
 

【補足】MCI（舗装維持管理指数） 

MCI は Maintenance Control Index の略で、昭和 56 年に建設省土木研究所が、道路局、地方

建設局（いずれも当時）とともに開発した舗装の維持管理指数である。 

 路面性状調査による「ひび割れ（Ｃ）」、「わだち掘れ量（Ｄ）」「平たん性（σ）」から算出し、

路面の損傷状況を評価し、道路の維持修繕の判断を行う総合的な指標である。 

 以下の４式のうち最小値をＭＣＩとする。 

 ＭＣＩは、最大値が 10 であり、舗装の劣化に伴い低下する。 

ＭＣＩ ＝10－1.48Ｃ0.3－0.29Ｄ0.7－0.47σ0.2 

ＭＣＩ0＝10－1.51Ｃ0.3－0.30Ｄ0.7 

ＭＣＩ1＝10－2.23Ｃ0.3 

ＭＣＩ2＝10－0.54Ｄ0.7 

Ｃ：ひび割れ率（％）、Ｄ：わだち掘れ量（mm）、σ：平たん性（mm） 
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5) 措置方法 

分類 C・D の道路については、診断区分Ⅲの区間を対象に、切削オーバーレイ工法を中心とし

た修繕措置を行うこととなる。 

これは、損傷の進行が緩やかであるため、表層等の適時修繕により路盤以下の層を保護すると

いう前提にたった舗装の管理に基づくものである。 

ただし、必要に応じて、診断区分Ⅱでの補修や、路盤を含めた修繕措置を実施するものとする。 

 

表 3-38．分類 C・D の道路の健全性区分と対策内容 

区 分 定 義 対策内容 

Ⅰ健全 
損傷レベル小：管理基準に照らし、劣化の程

度が小さく、舗装表面が健全な状態である 
- 

Ⅱ 

表層機能保持段階 

損傷レベル中：管理基準に照らし、劣化の程

度が中程度である 

- 

※1 

Ⅲ修繕段階 

損傷レベル大：管理基準に照らし、それを超

過している又は早期の超過が予見される状

態である 

切削オーバーレイ（表層等）を

中心とした工法による修繕措

置（表層等修繕）※2 

※1診断区分Ⅱの区間は補修措置の実施が必須とされておらず、損傷状態に応じて適切な補修措置

を実施する。例えば、ひび割れ幅が大きく、路盤以下への雨水の侵入の影響が大きいと判断さ

れる場合など、個々の区間で補修措置の実施を判断する。 

※2 急激に損傷が進行した場合や路盤の損傷が疑われる場合等については、損傷の原因を究明し、

路盤以下の層が劣化（構造損傷）している場合は、路盤を含めた修繕措置（打換え等）を実施

する。 

（出典：舗装点検要領に基づく舗装マネジメント指針 H30.9 公益社団法人日本道路協会） 

 

表 3-39．診断区分・損傷の分類に応じた補修・修繕工法例 

※ 
診断 

区分 

損傷の分類 適用が想定される

主な損傷例 
工法名 

路面損傷 構造損傷 

補
修 

Ⅱ ○ － 
ひび割れ シール材注入工 等 

修
繕 

Ⅲ 

○ － 
ひび割れ 

わだち掘れ 

IRI 

切削オーバーレイ 等 

－ ○ 
舗装打換え 

路上路盤再生工 

※補修：現状の舗装の機能を維持するための措置。 

 修繕：舗装を当初の機能まで回復させる措置。 
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4. 事業化検討 
 

 本章では、下田市内のおける道路管理の現状等から整理した課題を受け、改善目的を明確化し

た上で、改善方策としての事業スキームの検討、及びマーケット・サウンディング（新技術の実

証実験含む）を踏まえた導入可能性評価としての検討等を示す。 

 

 項 目 内 容 

１ 事業スキームの検討 改善目的と改善方策を明確化し、本調査における事業対象や事業手法・スキーム

の仮説を検討する。 

２ 活用効果の試算 想定する事業スキームにおける定性的・定量的な効果について、事例または便宜

的な試算等により整理する。 

３ マーケット・サウンデ

ィング 

事業者の抱える課題や維持管理事業への関心、包括的民間委託への印象をはじ

め、想定する事業スキームに関する意向等を調査するとともに、それらを通じた

事業者側の意識・理解の醸成を図る。さらに、選定する新技術について実証実験

を行い、想定する事業スキームに対する適用性の所見を整理する。 

４ 検討結論 サウンディング等を踏まえた、導入段階の事業スキームの結論や導入意義につい

て整理する。 

 

 

図 4-1 本調査の流れと本章の位置付け 

  

前提条件の整理

第１回サウンディング調査
（事業者向けアンケート）

反映事業化検討

今後の進め⽅

第２回サウンディング調査
（事業者向け勉強会）

反映

第３回サウンディング調査
（個別事業者ヒアリング）

反映

令和３年１０⽉

令和３年１２⽉

令和４年２⽉

新技術の
実証実験

アンケート等による
新技術の調査

調査スタート

 事業スキームの検討

 活⽤効果の試算
 マーケット・サウンディング
 検討結論

 事業対象の検討
 改善⽬的と改善⽅策の明確化
 事業展開ビジョン
 コスト構造の捉え⽅
 包括委託の業務範囲 等

マーケット・サウンディング

想定する事業スキーム
との親和性等の観点から

対象技術を選定

 関連法令の整理
 下⽥市内における道路管理
の現状等の整理

 ロードマップ
 想定される課題

【３参照】

【４参照】

【５参照】

【４.３参照】
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4.1 事業スキームの検討 

本調査は、課題と後述する改善目的に照らした改善方策の一つ、又は本調査の目的（可能性検

討の前提）として、市・県一体型の包括管理の導入を目指すものである。市・県一体型であるこ

とと、その事業の実現性の観点に留意し、事業スキームを検討する。 

 

4.1.1 事業の対象業務 

(1) 想定される対象業務（全体像） 

 管理する施設の維持管理・更新等のあるべき基本的な進め方としては、定期点検等による対象

施設の適切な状態把握のもと、中長期視点からの管理目標を実現するための個別施設計画等を策

定し、それらに基づく点検や維持・修繕・更新等の設計・施工といった措置を行い、それらの記

録に基づき改善目的・方策から見直すといった、ＰＤＣＡサイクルから構成される。 

 下田市内の道路等の管理についても、概ねこれらに該当する業務項目から構成されている。特

に市・県各々で定期点検の対象施設を設定し、それらについては個別施設計画のもと、点検－診

断－措置－記録といったメンテナンスサイクルを回し始めているところである。一方で、その他

の施設含め全般的には、（行動計画となる各管理者の公共施設等総合管理計画等のもと、）少なく

とも日常からの維持行為により管理されているところである。 

（関連法令の整理で示すとおり、）下田市内の道路等の管理に係る全ての業務（直営・委託に別

によらない）のうち、法律行為となる公権力の行使に係るもの以外は、基本的には官民連携にお

いて民間へ委託しうる業務範囲と考えられる。また、性能規定の導入にあたっての要求水準の明

文化によって、例えば一部の措置判断も事実行為とみなせるようにする（例：修繕実施の判断基

準を数値化し、民間事業者が修繕要否を判断する）など、民間へ委託する業務範囲を拡大しうる。 

 本検討において想定される対象業務（事業）の大枠としては、下田市内の道路等の管理全般と

捉える。なお、例えば小規模修繕などに着目すると、道路とそれら以外の分野（例：河川等）で従

来の担い手が概ね共通する傾向も見られ、道路以外の分野（例：河川等）の同種業務についても、

事業対象の範囲として拡大しうる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：維持管理等の入札契約方式ガイドライン（案） 平成 27 年 3 月に加筆） 

図 4-2．維持管理に係る業務のあるべき進め方と下田市内の業務項目の関係 
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(2) 当面における主な対象業務 

当面における検討の主な対象業務（直営・委託の別によらず）としては、次の実情等の観点か

ら、まずは維持管理に係る業務の基礎である日常管理（維持）に係る業務範囲から着目していく

ものと捉える。なお、本調査で検討する事業スキームにおいて想定する具体的な業務範囲につい

ては、後述の 4.1.7 にて示す。 

 

＜当面における主な対象業務の着眼理由＞ 

 管理者や施設種別によらず、全般的に共通・定例的に行われる維持管理等の基盤となる業務で

あること。 

 上記より、他の分野・施設へと水平展開が期待できる業務であること。 

 （後述する改善目的と改善方策より、）現状において官民双方が抱える課題感が顕著である業

務領域であること。 

 官：（特に市では、）極力直営にて業務を行っており、また、小規模修繕など発注件数が多

く、職員の不足（や減少傾向）、事業者の減少傾向から、職員負担の軽減や担い手の確保と

いった課題が顕著である。 

 民：小規模修繕など、日常管理（維持）に係る業務は、個別には小規模・単発的または定

型的であり、人材確保や収益性等の観点で事業の魅力・取り組みやすさの課題がある。 

 現状では市・県とも、定期点検の対象施設に関する維持管理プロセス（メンテナンスサイクル：

点検・診断・措置・記録）については、概ね個別施設計画のとおり進捗しているところである

こと（＝相対的には前述の日常管理（維持）における課題が顕著であること）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：維持管理等の入札契約方式ガイドライン（案） 平成 27 年 3 月に加筆） 

図 4-3．維持管理に係る業務のあるべき進め方と下田市内の当面における主な対象業務の関係 

  

主
な
検
討
対
象 
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4.1.2 事業の対象地 

(1) 想定される対象地（全体像） 

 本調査の検討対象地域である、下田市内（の道路等の施設）と捉える。本調査では、下田市内

の市道、並びに県道を対象としており、下田市（市道）の観点では、本来は市道全体の目線から

管理することが基本であり、少なくとも下田市全域を対象地と捉えられる。 

一方で、静岡県（県道）の観点では、同一の県道路線において、区間による管理方法・水準等の

相違が生じることは望ましくない。また、現状の業務委託は下田土木事務所管内で一単位として

発注されているものもある。そのため、将来的には下田土木事務所管内全域に事業範囲を拡大し

ていくあり方が考えられる。特に、例えば自動運転技術の面的普及促進にあたっても、それらの

対象路線が県道から市町道に亘るような場合、維持管理水準の必要な均一化等を図る観点から、

必ずしも下田市域に留まらず、さらに面的な事業として対象地を捉えることがよいと考える。 

このような将来的な視点から捉える場合、事業主体または発注事務の主体は、事業の規模や官

民双方の成熟度等の段階も踏まえて、静岡県となっていくような選択肢・考え方もあるといえる。 

 

図 4-4．想定される事業対象地の捉え方 

＜補足＞事業主体の捉え方 

 （関連法令の整理で示すとおり、）発注事務のみ他方に委任する方法もある。その場合、管理

の権限・責任の移譲はなく、また、実際の業務執行（監督等）もあくまで各管理者が主体とな

って担うこととなる。これは、団体間で他方へ管理を委託することと比して、一部の団体に負

担が集中することを避けられる。事業者（受注者）にとっては、対象施設によって各管理者が

監督者となることから連絡体制は従来と変わらないこととなるが、各管理者の指示等を直接仰

ぐ観点では即応性など、効率性の観点で必ずしも不利にならないものと考えられる。 

  



85 

(2) 当面における対象地 

 新たな事業スキームを導入していくにあたっては、主な事例も踏まえると、まずは試行的に一

部の区域（エリア）から導入し、実践によって浮き彫りとなる課題の改善も含めて次期スキーム

に反映するなど、段階的な導入・改善が適当と考える。 

 下田市の地域特性としては、“都市づくりの設計図”ともいえる都市計画マスターブランの地域

別構想にて、次の観点から６地区に区分される。これらは、都市の成り立ち（旧町村合併）や市

街地の形成過程等、その地域が形成されるに至った歴史的背景を重視しつつ、生活圏やコミュニ

ティ等の地域の連携性や学区などに配慮し、そのうえで現在の土地利用や用途地域の指定状況等

を考慮されたものである。 

新たな事業スキームの導入にあたっては、当該地区区分の定義を参考にすることが考えられ、

当面における対象地としては、市街地エリア（下田・本郷地域）をベースとすることが考えられ

る。なお、本調査で検討する事業スキームにおいて想定する具体的な対象地については、後述の

4.1.7 にて示す。 

 

＜当面における主な対象地の着眼理由＞ 

 インフラ量や見込める事業量が市域内で標準的な水準程度であり、また、企業数が集中してい

ることから、競争性や即応性等の観点で新たな事業の成立性が相対的に高いとみなせること。 

 市役所等の行政拠点を有しており、事業のモニタリングのしやすさの観点で有利であること。 

 市道において相対的に管理の状態が良好であり、リスクや県道との維持管理水準の均一化に向

けたモデル地域とする観点等から有利であること。 

 

 

 
（出典：下田市都市計画マスタープラン 平成 28 年 3 月に加筆） 

図 4-5．下田市の地域区分の捉え方と当面の事業対象地 

  

主
な
検
討
対
象
地 



86 

4.1.3 大枠的な手法の選択 

官民連携による事業手法としては、下図のとおり、ＰＦＩや指定管理者制度、長期包括委託（包

括的民間委託）といった手法がある。 

本調査では、収益事業を含まない一般道路（市道・県道）が対象であり、前述した当面におけ

る事業対象（業務範囲）を踏まえると、ＰＦＩといった民間資金調達を伴う事業スキームはなじ

みにくい。関連法令の整理で示したとおり、指定管理者制度と包括的民間委託を比較すると、当

面の事業対象においては民間に委託できる業務範囲は変わらない中、議決等の手続きを要しない

観点から、包括的民間委託に着眼するものとする。 

 

 
（出典：令和２年度官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットフォーム PPP/PFI 研修（関東） 

PPP/PFI の基本・全体の流れ 2020 年 3 月に加筆） 

図 4-6．事業スキームの大枠的な手法の選択肢と本事業における手法の位置付け 
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 包括的民間委託とは、受託した民間事業者が創意工夫やノウハウを活用し、効率的・効果的に

維持管理を実施できるよう、複数の業務や対象施設を包括的に（まとめて）委託するものである。 

 次の基本事項について、下表に整理する。 

 業務の包括化 

 複数企業による受注（共同受注） 

 業務の複数年化 

 業務の性能規定化 

 

表 4-7．包括的民間委託の基本事項の整理 

基本事項 概要 主なメリット 主な留意点等 

業務の包括化  従来は単一業務ごとに

業務が発注されていた複

数業務をまとめて発注す

ることで改善を図るもの

（例：剪定と清掃や舗装

の修繕などをまとめて発

注） 

 業務規模の拡大（雇用促

進） 

 業務間の連携による効

率化（例：機材・人員、二

度手間削減等） 

 受注機会の減少 

複数企業による受注 

（共同受注） 

 （包括委託とした場合、

業務規模の拡大や複数

の分野が含まれることと

なるが、）単独企業では、

実施体制が確保できな

い場合や対応できない分

野がある場合は、複数企

業が協力して実施する方

法もある。 

 従来の複数の担い手の

活用（公平性の確保） 

 異業種間のノウハウ共

有による新たな企業成長

（個々の企業の力量向上

含む）や創意工夫の発現 

 企業間の連絡調整・連携

機能が必要 

 参加にあたって企業間で

体制構築の準備が必要 

業務の複数年化  従来は単年度契約で発

注されていた業務につい

て、契約期間を複数年と

することで改善を図るも

の（例：国内では 2 年～3

年契約とする事例が多

い） 

 先を見据えた計画的な

業務実施（機材、人員） 

 ノウハウの蓄積や業務

改善、人材育成につなが

る 

 企業経営の安定（設備投

資、人材雇用・確保） 

 受注機会の減少 

 専任技術者の負担 

業務の性能規定化  発注者により、施設が保

有すべき水準（管理水準

または要求水準）を規定 

 水準を達成するための

作業方法や数量、実施

範囲、実施時期等は受

託者に任せる契約 

 ノウハウの活用や新技

術導入など、知恵と工夫

によって、利益を増大さ

せることができる 

 管理水準を満たすことが

できる範囲で、実施時期

を調整できるため、人員

や機材を効率的、効果的

に配置することが可能 

 想定した効果が出ないな

ど、ノウハウを活かしき

れない場合は、利益が減

ることもある 
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 下田市内の道路等の管理に係る現状・課題の整理結果を踏まえて、下図のフローのとおり、事

業スキームを検討する。 

後述の改善目的を踏まえると、導入段階における事業スキームとしても、理想的には、「➊従来

から発注している日常管理業務＋➋委託したい直営業務＋➌市・県一体型管理の意義を発現する

ための新規業務（例：維持管理水準を均一化したい路線の巡回（＋新技術の活用を前提とした舗

装等の状態把握）等）」の包括委託が考えられる。 

しかし、見込まれる予算規模やコスト構造・コスト縮減の捉え方次第で、まず現実的に始めら

れる包括委託の業務範囲の大枠が定まってくる面もある（上記➊のみの包括委託等）。 

一方で、（本調査の検討テーマでもある、）市・県一体型の管理の意義の発現には、上記➌の新

規業務を包括化することが望ましいが、それらの予算措置が現実的に課題となるところである。 

 

 

図 4-8．事業スキームの検討フロー 

 

  

現状・課題の整理

改善⽬的と改善⽅策

事業展開ビジョンとスキーム例
（理想像）

コスト構造の捉え⽅★

事業スキームの検討概要・与条件等

包括委託の業務範囲

 考えうる未来像はあっても、受発注者双⽅の
実情・意識等を踏まえた実現性の観点から、
まず始められるスキームの具体化も重要

 発注者として、予算（コスト構造・コスト縮
減）をどう捉える姿勢をとるかが、当初ス
キームにおける実現性（市場の受け⼊れや
すさ）や包括する業務範囲の考え⽅に影響

★官⺠双⽅がWin-Winのコスト構造が理想

 本来は従来業務の範囲に留まらず、なるべく
市・県⼀体型管理とする意義を発現できる
業務をどう盛り込めるかも課題
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4.1.4 課題を踏まえた改善目的と改善方策の整理 

(1) 改善目的と改善方策の関係 

官・民双方が抱える課題より、改善目的は、維持管理事業を持続すべく、まずは「担い手の確

保」や「業務の効率化（職員の負担軽減の観点含む）」（➊）が挙げられる。 

さらに、例えばライフサイクルコストの縮減に向けた計画的な管理の拡大や維持管理水準の必

要な均一化等にあたっては、そのための新たな業務の包括化やその財源確保等にあたり、「民間事

業者の能力の活用」（➋）も挙げられる。特に下田市では、実績としても道路維持や住民からの要

望等における「舗装修繕」の占める割合が大きく、ライフサイクルコストの縮減の観点からは、

例えば舗装の定量的な状態把握やそれらに基づく計画的な措置への転換が望ましい。 

改善目的➊「担い手の確保」「業務の効率化（職員の負担軽減の観点の含む）」については、前

述した包括的民間委託の基本事項に照らし、主に「発注規模の拡大（業務の包括化）」、「契約期間

の複数年化」やそれらに対応するために必要な「複数企業による共同受注」が改善方策として有

効と考えられる。 

改善目的➋「民間事業者の能力の活用」については、前述した包括的民間委託の基本事項に照

らし、適宜上記の改善方策に加えて、主に「性能規定型契約」や「民間資金の活用」が改善方策と

して有効と考えられる。なお、発注規模の拡大や契約期間の複数年化等によっても、業務内容に

応じた効率化が促されれば、あるいは事業者側にとっても最大限の効率化を図るため、新技術等

含めたノウハウの活用も期待しうるものと考える。 

ここで、本調査の目的（前提）でもある、市・県一体型の包括管理の導入を目指すこと自体も、

発注規模の拡大や管理者間の連携等の観点から、これら改善目的➊➋に共通する改善方策の一つ

といえる。 

 

 

図 4-9．改善目的と改善方策の関係 
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図 4-10．下田市内の道路等の管理を取り巻く社会課題と改善目的の関係 
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(2) 想定される主な改善方策の棚卸し 

改善方策としての多様な入札契約方式について、方式の段階的改善例と維持管理プロセスの関

係は下図のとおりである。受発注者双方とも、従来からの意識・体制、慣習、その他制約条件等

がある中、一足飛びに変化させることは、市場の受け入れやすさ等の観点からも適当ではなく、

調達方式の見直しによる新たな事業スキームについては、試行と検証によって、段階的に改善（例：

包括範囲の拡大、契約期間の長期化等）していくことが肝要である。 

 
（出典：維持管理等の入札契約方式ガイドライン（案） 平成 27 年 3 月に加筆） 

図 4-11．入札契約方式と維持管理プロセスの関係 

また、維持管理の各プロセス又はプロセス間において一般に考えうる課題＝改善目的と、それ

らに対応する主な改善方策としての方式の位置付けの例は下図のとおりである。なお、定期点検

や補修設計業務等の包括発注のほか、本調査対象はキャッシュフローを生み出しにくい一般道路

（市道等）を対象としており、民間資金調達を含む事業スキームの構築は容易ではないと考えら

れるが、それらに関連する国内外の事例を参考までに次頁以降に示す。 

 

図 4-12．維持管理プロセス間の一般的な課題（改善目的）と改善方策例の関係 
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【参考】橋梁維持管理に係る計画、定期点検、補修設計を包括委託した事例（東京都多摩市）7 

多摩市では令和元年度より、道路交通課が管理する道路橋計 176 橋を対象とした定期点検・

長寿命化修繕計画の改訂・補修設計について、5 年間で一括して 1 事業者が実施する包括的な

業務委託に着手しており、持続可能で総合的な橋梁の維持管理の仕組みの確立を目指している

ところである。 

受託者にとっても維持管理プロセス全体を俯瞰して統一的な目線で捉えることが可能とな

り、(1)維持管理プロセスの思想・方針等の一貫性及び業務の効率性の向上、(2)点検・診断の統

一性の向上、(3)小さな PDCA サイクルからこまめに回す改善の加速化等の効果の発現が期待

される。 

 

 

図 4-13．改善目的と改善方策の関係 

  

                                                  
7 山本浩貴他，「多摩市における橋梁管理の包括的民間委託によるアセットマネジメントシステムの実践的実装の経過と本質的価値の考

察」，第 5 回 JAAM 研究発表会 
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【参考】ＰＦＩによる橋梁の一括更新・大規模修繕事業の事例（米国ミズーリ州 BIP8） 

MoDOT が管理する橋梁は 10,224 橋であり、その中で架け替えや大規模補修工事が必要な健

全度ランクに位置づけられているものが 802 橋あった。これらの橋梁を予算（USD150 百万/年

のうち、およそ 3 分の 1 に相当する USD50 百万/年）の範囲内でこれまでの方法により順次架

け替えや大規模補修工事を行うとすると、健全なものがその間に傷んでしまうため、できるだ

け短期間で健全化を図る方法を必要としていた。これを実現するプランとして、MoDOT は

2006 年 9 月に「“安全・健全”橋梁改良計画」（The Safe and Sound Bridge Improvement 

Project：BIP）をキックオフした。 

BIP の基本コンセプトは以下のとおりである。 

 着手後５年間で 802 橋の架け替え若しくは大規模補修工事を完了させること。 

 対価の支払いは架け替え若しくは大規模補修工事完了後に開始し、その後少なくとも 25 年

間は良い状態（健全度ランク 6 以上）に保つように維持管理すること。 

 健全度ランクは、連邦道路庁（Federal Highway Administration：FHWA）が定めて

いる。 

① 事業スキームは民間事業者が「設計，建設，資金調達及び維持管理」（Design, Build, Finance 

and Maintain：DBFM）一式を長期包括的に委託する入札契約方式であること。 

 

事業スキーム以下に示す。受託者である民間事業者は特別目的会社（Special Purpose 

Vehicle：SPV）を設立する。特別目的会社とは、ここでは MoDOT と交わす契約に基づく業務

以外は行わない会社で、SPV の構成企業から倒産隔離する（SPV を構成する企業が倒産しても

SPV は存続できるため、MoDOT からすれば公共サービスが安定的に供給される体制となる）

ことを主な目的として設立する会社であり、一般にペーパーカンパニーである。 

 

図 4-14．事業スキーム 

 

                                                  
8 （財）高速道路調査会：「第 41 回海外道路調査団報告書」（2009.3）より抜粋。弊社水野が同調査に同行し、報告書をとり

まとめた。なお、本事業は世界的な金融資本市場の混乱により契約内容の一部と事業手法を見直して実施に至っている。 
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【参考】ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）の概要9 

少子高齢化や人口減少に伴い、地方公共団体の財政状況が一層厳しくなる中、まちづくりの

分野においても、財政負担の軽減や施策効果の最大化を図る仕組みの一つとして、民間資金調

達を含む成果連動型の契約手法である、ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）の活用検討が

なされているところである。 

SIB とは、存在する社会課題のうち、従来の公の事業では解決が難しかった領域のものにつ

いて、民間事業者に解決手法の選定を委ね、また併せて民間の資金を用いて解決を図ろうとす

る手法である。公共は民間事業者が実施・提供したサービスが生み出す成果（社会課題の解決

度合い）を客観的な指標に基づき評価し、その水準に応じた支払いを行うことを特徴とする。 

 

 

 

 

図 4-15．SIB の概念（上）と事業スキーム（下） 

  

                                                  
9 地方公共団体等向けまちづくり分野へのソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）の導入に係る手引き 国土交通省都市局まちづくり推進課 
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(3) 本調査の検討ターゲット 

 下田市内の道路等の管理における改善目的と改善方策のほか、主に次の観点も踏まえて、本調

査の検討ターゲット（まず始めてみる事業スキーム）としては、道路等の日常管理（維持）を中

心とした包括的民間委託とする。 

 維持管理における共通・基礎的な業務範囲であり、施設・分野・管理者を跨いだ発展性も期待

できること。 

－補足：実際に市の小規模修繕では、分野によらず担い手（受注実績業者）も同様な面もある 

 職員の日々の支配的業務領域であること（職員負担の軽減に対する効果が望める）。 

 従来から地元企業の受託領域であること。 

 上記は、市・県ともに共通していえる内容（＝「共通項」の位置付け）であること。 

 

なお、維持管理プロセスにおいても分離発注となっている場合に見られる一般的な課題として

は、例えば設計と施工の連携不足による非効率等が挙げられる。しかし、下田市内の道路等の管

理の現状においては、定期点検の対象施設に関するメンテナンスサイクルは回し始めたところで

あり、また、点検や修繕等の措置については概ね個別施設計画のとおり進捗していることから、

相対的にも日常管理（維持）に係る課題感が大きい（前出）。 

 

 

図 4-16．本調査の検討ターゲットの位置付け 

 

 

  


